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コラ ム

　特許法は、「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」

（第69条第1項）と規定している。この特許権の効力が及ばない「試験又は研究」の考え

方について、リサーチツール等についての問題及び大学等での研究活動についての問題と

いう2つの観点から、2004年、産業構造審議会の下部委員会である特許戦略計画関連問

題ワーキンググループにおいて検討された。

　わが国では従来から、「特許発明それ自体」を対象とし、かつ「技術の進歩」（例：特許

性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験）を目的とする「試験・研究」について

は、特許権の効力が及ばないと考えられていた。

　この通説とされていたわが国の考え方に対してはこれまで特段の異論はなく、また、

TRIPS協定や諸外国の制度・運用と比較検討しても、我が国の考え方は特に限定的な考

え方ではないとの結論に至った。
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